
組合員各位

記

共済目的の種類 類区分 引受方式
支払開始割

合

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

3割開始

4割開始

5割開始

7 石 農 共 第 1748 号

令 和 8 年 1 月 20 日

果樹共済に係る共済掛金率等の一覧表

本組合事業規程第100条による令和８年産果樹共済に係る共済掛金率等は次のとおりである。この公告の写しは、
当組合事務所に備え置いて一般の縦覧に供する。

石 川県農業 共済 組合

組合長理事 田中 肇

共済掛金率等

りんご

1類 半相殺減収総合短縮方式

別紙の通り

2類 半相殺減収総合短縮方式

3類 半相殺減収総合短縮方式

ぶどう

1類 半相殺減収総合短縮方式

3類 半相殺減収総合短縮方式

なし

1類 半相殺減収総合短縮方式

2類 半相殺減収総合短縮方式

3類 半相殺減収総合短縮方式

かき 2類 半相殺減収総合短縮方式

くり － 半相殺減収総合短縮方式






























































